
長崎県

令和８年度職員採用試験が

変わります！

県職員採用試験

警察官採用試験

年齢上限を緩和します。
全般
Ⅰ・Ⅲ類

年齢上限を３３歳に引き上げます。

（受験要件（年齢））

○Ⅰ類：（変更前）Ｈ８．４．２以降に生まれた者

（変更後）Ｈ５．４．２以降に生まれた者

○Ⅲ類：（変更前）Ｈ８．４．２ ～ Ｈ２１．４．１

（変更後）Ｈ５．４．２ ～ Ｈ２１．４．１

職種を新設します。
大卒

Ｂ・社会人

技術系職種で併願が可能となります。大卒全般

（併願できる組み合わせ）

・大卒Ｂ（技術） ＋ 大卒Ａ（技術）

・大卒Ｂ（技術） ＋ 社会人（技術）

※事務系職種は従来通り併願できません。

※大卒Ａと社会人は同一試験日のため併願できません。

※大卒Ｃは従来どおり併願できます（募集職種未定）。

グループワークを廃止します。
大卒
A・Ｂ

第２次試験の人物試験で実施していたＧＷを廃止します。

職種「サイバー」を新設します。Ⅲ類
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Ⅲ類（男性・女性）において、職種「サイバー

（選択区分）」を新設します。

○大学卒業程度：Ｂ試験に次の職種を新設し、計11職

種で実施します。

・畜産Ｂ ・電気Ｂ 

・林業Ｂ ・社会福祉Ｂ

・機械設備Ｂ

○大学卒業程度：社会人経験者（一般）に教育事務・

畜産を新設します。

全般
Ⅰ・Ⅲ類

体力試験の項目を変更します。

体力試験の項目（持久力）を、20ｍシャトルランから

バーピーに変更します。

R8.４.１４更新

職務経験年数５年以上の通算期間

算出要件を緩和します。

大卒
社会人

（変更前）常勤で対象期間中に1年以上継続して就業

（変更後）週２９時間以上の勤務で対象期間中に

６か月以上継続して就業

※詳細は試験案内をご確認ください。


	スライド 1

